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   業者向け支援金の申請はお済みですか？   業者向け支援金の申請はお済みですか？

役 場 か ら の お 知 ら せ
town office information

令令 和２年度南会津町成人式のお知らせ和２年度南会津町成人式のお知らせ

　■  開　 催　 日：令和３年１月10日（日）

　■  開 催 時 間：午後２時開会（午後１時受付開始）

　■  会 　 　 場：御蔵入交流館

　■  対　 象　 者：平成12年４月２日から平成13年４月１日までに生まれた方で、町内に住所を有する方
　　　　　　   または町立中学校に在籍されていた方
　　　　　　　 ※住所を町外に移した方で、町成人式に参加を希望される場合は、ご連絡ください。

　■  そ　 の　 他：感 染 予 防 の 観 点 か ら 、 ご 家 族 な ど の 出 席 に つ い て は 、 新 成 人 １ 人 に つ き １ 人 の み と
　　　　　　   いたしますので、ご理解とご協力をお願いします。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、開催を延期していた
町成人式を下記のとおり開催する予定です。10月中には開催
の可否を判断し、新成人の皆さんに個別にお知らせします。
　なお、開催可能と判断した場合でも、その後の感染状況に
より、開催を見合わせる場合がありますので、ご了承ください。

昨年度の成人式の様子

【問合せ】　教育委員会　生涯学習課　生涯学習係　電話０２４１- ６２- ５５１１

奥奥 会津博物館特別企画展を開催します会津博物館特別企画展を開催します
　鎌倉・南北朝・室町・戦国時代の奥会津地方をテーマとした
特別企画展「中世の奥会津～南山地方をめぐる武士社会の変遷～」
を開催します。
　企画展のメインは、初公開となる「武田信玄書状（山内家
文書）」。町指定文化財にも登録され、中世の奥会津地方をひも
とく上で、極めて貴重な文書です。
　開催期間中は、記念講演会も予定しています。この機会に、
ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

　■  開 催 期 間：９月19日（土）～ 11月23日（月）
　　 　　　　  ※期間内無休

　■  開 館 時 間：午前９時～午後４時

　■  入　 館　 料：
小・中学生 高校生 大人

個人 100円 200円 300円
団体   50円 150円 250円

※団体は20人以上　

初公開となる「武田信玄書状（山内家文書）」

記 念 講 演 会：「中世長沼氏一族の盛衰」

講 師：江田 郁夫 氏 
　　　（栃木県立博物館副館長）
　
日 程：11月８日（日）
　
時 間：午後１時30分～午後３時30分
　
定 員：当日先着50人　　参 加 料：無料

事事
　町では、新型コロナウイルス感染症の影響で、経営の安定に支障が生じている事業者を支援しています。各種
支援策に関するご質問や困りごとなどがあれば、お気軽にお問い合わせください。
　なお、以下に示す事業は申請期限が迫っていますので、該当される方で申請がお済みでない方は、お早めに
お手続きください。

　【問合せ】商工観光課　商工振興係　　　　　　電話０２４１- ６２- ６２００

　　　　　  舘岩総合支所　振興課　企画観光係　電話０２４１- ７８- ３３３０

　　　　　  伊南総合支所　振興課　企画観光係　電話０２４１- ７６- ７７１５

　　　　　  南郷総合支所　振興課　企画観光係　電話０２４１- ７２- ２９００

　　  申請期限が　　  申請期限が
　　  迫っています！　　  迫っています！   ９月30日(水)９月30日(水)
申請期限を過ぎると、受け付けできませんので、ご注意ください。申請期限を過ぎると、受け付けできませんので、ご注意ください。

 　経営の安定に支障が生じている事業者を対象に、  
 事業継続や雇用維持などを支援するための給付金を
 支給します。

　❶ 給付対象者

　　町内に店舗等を有する個人事業主（個人農家を
　除く）、中小企業者等（農業・医療・NPO 法人を含む）
　のうち、令和元年度に事業所得があり、所得を申告
　している事業者
　　　　
　❷ 給付要件・給付額

　　令和２年３月から８月までのいずれかの月で、　
　前年同月比 20％以上売り上げが減少している場合
　に、一律 10 万円を支給します。
　　前年同月比で 50％以上売り上げが減少している
　場合には、従業員の雇用状況等に応じて、金額が
　加算される場合があります。

 1  緊 急 経 済 対 策 応 援 給 付 金

 　資金繰りが厳しい状況にある中小企業者等の事業 
 活動を支援するため、町内に有する店舗等の月額 
 賃借料を一部補助します。

　❶ 補助対象者

　　町内に店舗等を有し、宿泊業、飲食店、飲食料品
　の卸・小売業、洗濯業、燃料小売業、一般乗用旅客
　自動車運送業（タクシー）のいずれかを営む事業者
　※ただし、大型店を除く

　❷ 補助要件・補助額

　　令和２年２月から６月までのいずれかの月で、　
　前年同月比 20％以上売り上げが減少している場合
　に、店舗等に係る月額賃借料の２分の１（上限
　10 万円）を最大３カ月分補助します。

 2  商 業 等 持 続 化 緊 急 対 策 事 業 補 助 金

【問合せ】　奥会津博物館　電話０２４１- ６６- ３０７７


